
令和５年第１２回教育委員会定例会議事日程 

 

 

１ 日 時 

令和５年１１月２２日（水） 午前９時３０分から 

 

２ 場 所 

島本町役場 ３階 委員会室 

 

３ 議 事  

第１  会議録確認委員の決定 

第２  第２６号報告 令和５年度教育費補正予算（案）の臨時代理について 

第３  第３３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

営に関する基準を定める条例の一部改正について 

第４  第３４号議案 島本町立学童保育室設置条例施行規則の一部改正につい 

           て 

第５  第３５号議案 令和５年度教育費補正予算（案）について 



 



第２６号 報告  

 

令和５年 度教育 費補正予 算（案 ）の臨時 代理に つい  

て  

 

教育長に 対する 事務委任 規則（ 昭和３４ 年島本 町教育委 員会 規

則第１号 ）第３ 条第１項 前段の 規定によ り別紙 のとおり 処理し ま

したので 、同項 後段の規 定によ り報告し 、承認 を求めま す。  

 

令和  ５  年１１ 月２２日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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令
和
５
年
度
　
教
育
費
補
正
予
算
総
括
表

歳
出

　
【

単
位

：
千

円
】

款
項

目
補

正
前

の
額

補
正

要
求

額
補

正
後

の
額

国
庫

支
出
金

府
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

　
  
  
 ※

補
正

要
求
額
に
は
、
職
員
の
人
件
費
（
給

料
、

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員
手

当
等

、
共

済
費
）
は
含
ま
な
い
。
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補
正

前
の
額
等
は
、
今
回
補
正
す
る
事
業
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「
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に
関
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て
い
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史
文
化
資
料

館
管
理
費

事
務
局
費

6,
59
2

20
0
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0

0
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２
６
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0

0
0 0

00
0

36
,3
02

37

0

54
5

9
7
2

6,
79
2

0

1
1
4

0
3
7

教
育

総
務
費

幼
稚

園
費

3



歳
出
内
訳
説
明
書

【
単

位
：

千
円

】

目
要
求
額

要
求

内
訳

報
酬

事
務

職

（
会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬
）

職
員
手
当
等

会
計

年
度

任
用

職
員

期
末

手
当

（
諸
手
当
）

報
酬

教
育

セ
ン

タ
ー

所
長

1
9
、

支
援

講
師
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1

（
会
計
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度
任
用
職
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報
酬
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手
当
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計
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任
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員

期
末
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手
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酬

事
務
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（
会
計
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度
任
用
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報
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手
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手
当
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会
計

年
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員
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（
諸
手
当
）

（
報

酬
単

価
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改
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よ
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酬

司
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助
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計
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酬
単

価
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計

年
度

任
用

職
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末

手
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（
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手
当
）

（
報

酬
単

価
の

改
正

に
よ

る
増

額
）
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史
文
化
資
料

館
管
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費

歴
史
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資
料
館
管
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事
業
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館
管
理
運
営
事
業

図
書
館
費

29 59
2

（
報

酬
単
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額
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第３３号 議案  

 

島本町特 定教育 ・保育施 設及び 特定地域 型保育 事  

業の運営 に関す る基準を 定める 条例 の一 部改正 に  

ついて  

 

 教育長 に対す る事務 委 任規則 （昭和３ ４年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１３ 号の規定 に基づ き、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ５  年１１ 月２２日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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島本町条例第   号  

 

島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例 の一部を改正する条例  

 

島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年島本町条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

第１６条第１項第２号中「同条第１１項」を「 同条第１０項」

に改める。  

第３７条第３項中「第７条第２項中」の次に「「認定こども園

又は幼稚園」とあるのは「特別利用教育を提供している施設」と、」

を加える。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第３３号議案資料  

 

島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す  

る基準を定める条例の一部改正について  

 

１  提案理由  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準（国基準）の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の。  

 

２  議案の概要  

⑴  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）における認定こども園の認定又は認可を受ける

ための都道府県への協議について定める規定の整理に伴い、引用条項の改正

を行うもの（第１６条関係）。  

⑵  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準（国基準）における特別利用教育の規定に関す

る読替規定の整理に伴い、所要の改正を行うもの（第３７条関係）。  

 

３  新旧対照表  

 

４  施行期日  

  公布の日  
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第
３
３
号
議
案

 
参
考
資
料

 

島
本
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）
 

第
１
６
条

 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状

況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
 
略
 

⑵
 
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認
定
を
受
け

た
施
設
及
び
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 

次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
 

⑶
・
⑷
 
略
 

２
 
略
 

 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）
 

第
３
７
条

 
略
 

２
 
略
 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設

型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
７
条
第
３
項
及
び
第
８
条
第

２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
７
条
第
２
項
中
「
認

定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
」

と
、
「
第
１
９
条
第
１
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
９
条
第
２
号
」
と
、
「
利
用
し
て
い

る
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
し
て
い
る
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
」
と
、
「
の
同
号
」

と
あ
る
の
は
「
の
同
条
第
１
号
」
と
、
第
１
４
条
第
２
項
中
「
第
２
７
条
第
３
項
第
１

号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
（
ア
）
中
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教

育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。
 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）
 

第
１
６
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状

況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
⑴
 
略
 

⑵
 
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認
定
を
受
け

た
施
設
及
び
同
条
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 

次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
 

⑶
・
⑷
 
略
 

２
 
略
 

 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）
 

第
３
７
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設

型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
７
条
第
３
項
及
び
第
８
条
第

２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
７
条
第
２
項
中
「
認

定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
」

と
、
「
第
１
９
条
第
１
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
９
条
第
２
号
」
と
、
「
利
用
し
て
い

る
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
し
て
い
る
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
」
と
、
「
の
同
号
」

と
あ
る
の
は
「
の
同
条
第
１
号
」
と
、
第
１
４
条
第
２
項
中
「
第
２
７
条
第
３
項
第
１

号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
（
ア
）
中
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教

育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。
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第３４号 議案  

 

島本町立 学童保 育室設置 条例施 行規則の 一部改 正  

について  

 

 教育長 に対 す る事務委 任規則 （昭和３ ４年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１２ 号の規定 に基づ き、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ５  年１１ 月２２日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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島本町教 育委員 会 規則第   号  

 

島本町立 学童 保 育室設置 条例 施 行規則の 一部 を 改正する 規

則  

 

島本町立 学童保 育室設置 条例 施 行規則（ 平成１ ６ 年島本 町 教 育

委員会規 則第６ 号）の一 部を次 のように 改正す る。  

第 ２条中 「別表 」を「別 表第 １ 」に改め る 。  

 第 ７条 第１項 中「別表 第１」 を「第６ 条第１ 項 」に改 め、同 条

第３ 項中 「別表 第２」を 「第６ 条第２項 」に改 め る。  

 第 ８条 中「次 の 各号」 を「前 項 に規定 する も の のほか 、次の 各

号」 に改 め、同 条を同条 第２項 とし、同 項の前 に 次の１ 項を加 え

る。  

   条 例第 ７ 条の規定 によ り 保育料 （ おや つ 代を 除く 。以下 この

項 及び別 表第 ２ において 同じ 。 ）を減免 する場 合 は、児 童の 属

する世帯 の市町 村民税 額 が一定 額 に満た ない 場 合 及び同 一世 帯

から複数 の児童 が学童保 育室 に 入室して いる 場 合 とし、 その 場

合におけ る保育 料の減免 額の 基 準は、 同 表のと おりとす る。  

 第 ８条 に次の １項を加 える。  

３  前項 の場合 における 保育料 の減免額 の基準 は 、別表 第３の と

お りとす る 。  

第 ９条に 次の た だし 書を 加える 。  

 ただし 、別表 第３の４ の項 に 掲げる事 由によ り 保育料 の減 免
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を 受けよ うとす る ときは 、 休 （ 退）室届 （様式 第５号） の提 出

を もって 減免申 請書 の提 出に 代 えること ができ る 。この 場合 に

おいて、 休（ 退 ）室届の 提出 が あったと きは 、 減免申請 書の 提

出 があっ たもの とみなす 。  

第 １５条 を第 １ ９条とし 、第 １ １条から 第１４ 条までを ４条 ず

つ繰り下 げ 、第 １０条の 次に次 の ４条を 加える 。  

 （ 減免 の 期間 ）  

第１１条  減免 の 期間は 、別表 第２及び 別表第 ３ の適用 月の欄 に

定めると おり と する 。た だし 、 同欄に定 める 期 間内 であ って も 、

減免事由 が消滅 した 場合 には 、 その消滅 した日 の属する 月（ 当

該 消滅し た 日が 月の初日 である ときは、 その月 の前月） をも っ

て 終了す る。  

（ 減免の 取消し 等）  

第１２条  減免 を受け た 者は 、 収入そ の 他の事 情が変化 し たこ と

によりそ の 減免 区分に該 当しな く なった とき （ 別表第２ 備考 １

の 規定に より 市 町村民税 を前年 度分 から 当該年 度 分に変 更し た

こ と に よ る 場 合 を 除 く 。） は 、 そ の 旨 を 速 や か に 教 育 長 に 申 し

出 なけれ ばなら ない。  

２  教育 長は、 前項の規 定によ る 申出を 受 けた とき又は 減免を 受

けた者が そ の減 免区分に 該当し なくなっ たこと を把握し たと き

若しくは 減免の 申請に 偽 りその 他 不正の 行為が あったこ とを 認

めたとき は、 当 該減免の 期間を 短 縮し、 又はそ の 承認を 取り 消

すことが できる 。  
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３  教育 長は、 前項の規 定によ る処分を 行う と きは 、減 免を 受 け

た 者に通 知 する ものとす る。  

 （ ２以 上の減 免区分 に 該当す る 場合の 取扱い ）  

第１３条  別表 第３に規 定する 減免区分 の うち ２以上の ものに 該

当する場 合は、 減免額の 合計が 最も大き いもの を適用す るも の

とする。  

 （ 減免 後の 保 育料額 の 端数処 理 ）  

第１４条  第８ 条第２項 の規定 による 減 免後の 保育料 額 に１０ 円

未満の端 数が生 じたとき は、こ れ を切り 捨てる ものとす る。  

  第 １ ６ 条 中 「 休 （ 退 ） 室 届 （ 様 式 第 ５ 号 ）」 を 「 休 （ 退 ） 室

届」 に改 める。  

 別表を 別表第 １とし、 同表の 次に次の ２表を 加える 。  

別表 第２ （第８ 条関係）  

（単位： 円 ）  

保育料の 減免基 準  

適用月  児童の属 する 世 帯の階層

区分  

減免後の 保育料 月額  

第１子  第２ 子以 降  

Ａ  生活保護 法（昭 和２５

年法律第 １４４ 号）に

よる被保 護世帯 （単給

世帯を含 む。）  

０   ０  申請月

分から

当該年

度３月

分まで  Ｂ  Ａ 階 層 を 除 き 、 市 町 村 ０      ０  
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民税非課 税世帯    

Ｃ  Ａ階層及 び Ｂ階 層を除

き、市町 村民税 所 得割

非課税世 帯  

２，５０ ０  １， ２５ ０  

Ｄ  Ａ 階 層 か

ら Ｃ 階 層

ま で を 除

き 、 市 町

村 民 税 課

税 世 帯 で

あ っ て 、

そ の 市 町

村 民 税 の

所 得 割 額

が 右 の 区

分 に 該 当

する世帯  

１ ０ ０ , ０

００円未 満  

３，００ ０  １， ５０ ０  

Ｅ  １ ０ ０ , ０

０ ０ 円 以 上

１ ８ ０ , ０

００円未 満  

４，５０ ０  ２， ２５ ０  

Ｆ  １ ８ ０ , ０

０ ０ 円 以 上

２ ４ ０ , ０

００円未 満  

５，００ ０  ２， ５０ ０  

備考  

１  こ の 表 に お い て 「 市 町 村 民 税 」 と は 、 ４ 月 か ら ８ 月 ま

で の 月 分 の 保 育 料 に つ い て は 前 年 度 分 、 ９ 月 か ら ３ 月 ま

での月分 の保育 料 につい ては当 該 年度分 と する 。  

２  こ の 表 に お い て 「 所 得 割 額 」 と は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支

援 法 施 行 令 (平 成 ２ ６ 年 政 令 第 ２ １ ３ 号 )第 ４ 条 第 ２ 項 第
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２ 号 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 所 得 割 合 算 額 の 算 定 方 法 の 例

により算 出 した 額をいう 。  

３  地方 税法 （ 昭和２５ 年 法律 第２２６ 号） 第 ３２３条 の規

定により 市町村 民税の減 免があ り、その 旨の申 出があっ た

場合は、 その額 を所得割 額から 控除して 得た額 を所得割 額

とする。  

  ４  この表 において 「第１ 子」及び 「第２ 子 以降」 とは、 そ

れぞれ同 一世 帯 から 学童 保育 室 に入室し てい る 児童のうち

最年長の 者及び それ以外 の者を いう。  

  ５  第２子 以降の減 免後 の 保育料月 額 は、 入室 児童 １人当 た

りの保育 料 月額 とする。  

別表第３ （第８ 条関係）  

区分  

保育料

の種類  

事由  減免割合 等  適用月  

１  

条 例 第

６ 条 第

１ 項 に

定 め る

保育料  

災 害 等 に よ り 不

慮 の 損 害 を 受 け

た 場 合 で 、 右 に

該当する とき  

家 屋 の 全 焼

又は全壊  

１ ０割  
申請月の 翌

月分から 当

該年度３ 月

分まで  

家 屋 の 半 焼

又は半壊  

５割  

２  

年 度 途 中 に お い て 、 勤 務 先

若 し く は 事 業 の 経 営 が 悪 化

し た こ と 又 は 不 慮 の 事 故 に

遭 っ た こ と に よ り 、 申 請 月

当月分 保 育

料（おや つ

代を除

く。） 額 か

申請月の 翌

月分から ３

か月分（ 当

該申請月 の
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の 月 額 収 入 が 減 少 前 ３ か 月

の 平 均 月 額 収 入 の ５ 割 以 下

となった 場合  

ら、申請 月

における 保

護者の 収 入

月額から 推

計した 当 該

世帯の 年 間

収入金額 に

基づく 市 町

村民税 額 に

該当する 別

表第２ に 掲

げる階層 区

分の保 育 料

額を控除 し

た額  

翌月の属 す

る年度内 の

月分に限

る。）  

３  

災 害 そ の 他 緊 急 や む を 得 な

い 場 合 と し て 教 育 長 が 定 め

る 場 合 に 該 当 し 、 臨 時 に 休

室等をし た場合  

当月分保 育

料額に、 臨

時に休室 等

をした日 数

（２５ 日 を

超えると き

は、２５

日）を２ ５

教育長が 定

める月分  
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で除して 得

た数を乗 じ

て得た額  

４  

児 童 が 登 室 し な い こ と に つ

い て や む を 得 な い と 認 め る

事 情 に よ り 、 月 の 初 日 か ら

末 日 ま で の 全 日 数 を 休 室 し

た 場 合 （ 当 該 月 の 前 月 の 末

日 ま で に 、 第 １ ６ 条 の 規 定

に よ る 休 室 の 届 出 が な さ れ

ている場 合に限 る。）  

１ ０割   

当該月分  

５  

条 例 第

６ 条 第

１ 項 に

定 め る

保 育 料

（ お や

つ 代 に

限 る 。

 ）  

別 表 第 ２ の Ａ 階 層 又 は Ｂ 階

層に属す る場合  １ ０割  

申請月分 か

ら当該年 度

３月分ま で  

６  

食 物 ア レ ル ギ ー に よ り 、 入

室 期 間 の 全 日 数 で お や つ の

提供を受 けない 場合  
１ ０割  

申請月分 か

ら当該年 度

３月分ま で  

７  

条 例 第

６ 条 第

災 害 等 に よ り 不

慮 の 損 害 を 受 け

家 屋 の 全 焼

又は全壊  

１ ０割  

申請月の 翌

月分から 当
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２ 項 に

定 め る

保育料  

た 場 合 で 、 右 に

該当する とき  

家 屋 の 半 焼

又は半壊  

５割  

該年度３ 月

分まで  

８  

別 表 第 ２ の Ａ 階 層 又 は Ｂ 階

層に属す る場合  １ ０割  

申請月分 か

ら当該年 度

３月分ま で  

備考  

１  区 分 １ 及 び ７ に 係 る 申 請 に 当 た っ て は 、 り 災 証 明 書 等

の添付を 要する ものとす る。  

２  区 分 ２ に 係 る 申 請 に 当 た っ て は 、 各 月 の 収 入 （ 所 得 税

法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ） に お い て 課 税 所 得 に 該 当

す る も の に 限 る 。 ） が 確 認 で き る 書 類 等 の 添 付 を 要 す る

ものとす る。  

３  区 分 ３ に 係 る 申 請 に 当 た っ て は 、 当 該 区 分 に 係 る 減 免

後 の 保 育 料 額 の 支 払 を も っ て 、 減 免 を 承 認 し た も の と み

なす。  

４  区分 ５ 及び ８ の規定 による 免除は、 別 表第 ２に定め る保

育料の階 層区分 の決定に 基づき 適用する 。  

様式第３ 号から 様式第５ 号ま で を次のよ うに 改 める 。  
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附  則  

（ 施行期 日 ）  

１  この 規則は 、 令和６ 年４月 １日から 施行す る。  

（経過措 置）  

２  この 規則に よる 改正 後の 島 本町 立学 童保育 室 設置条 例 施行 規

則 の規定 は、令 和６ 年４ 月以後 の月分の 保育料 について 適用し 、

同 年３月 以前の 月分の保 育料に ついては 、なお 従前の例 による 。  
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第３４号議案資料  

 

島本町立学童保育室設置条例施行規則の一部改正について  

 

１  提案理由  

学童保育室保育料等を変更するため、所要の改正を行うもの  

 

２  議案の概要  

学童保育室保育料（おやつ代含む）を月額定額８，５００円としたことに伴

い、世帯の市町村民税課税状況等による減免等を規定するもの  

 

３  新旧対照表  

 

４  施行期日  

  令和６年４月１日  
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第
３
４
号
議
案
 
参
考
資
料

 

島
本
町
立
学
童
保
育
室
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
行
 

○
島
本
町
立
学
童
保
育
室
設
置
条
例
施
行
規
則

 
○
島
本
町
立
学
童
保
育
室
設
置
条
例
施
行
規
則

 

第
１
条
 
略

 
第
１
条
 
略

 

 
（
定
員
）

 
 
（
定
員
）

 

第
２
条
 
条
例
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
学
童
保
育
室
の
定
員
は
、
別
表
第
１
の
と
お

 
第
２
条
 
条
例
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
学
童
保
育
室
の
定
員
は
、
別
表
 
 
の
と
お

 

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
長
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る

 
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
長
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る

 

こ
と
が
で
き
る
。

 
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
保
育
料
の
納
入
）

 
 
（
保
育
料
の
納
入
）

 

第
７
条
 
保
護
者
は
、
条
例
第
６
条
第
１
項
に
定
め
る
毎
月
の
保
育
料
を
翌
月
１
０
日
ま

 
第
７
条
 
保
護
者
は
、
条
例
別
表
第
１
 
 
に
定
め
る
毎
月
の
保
育
料
を
翌
月
１
０
日
ま

 

 
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
延
長
保
育
を
利
用
し
た
保
護
者
は
、
条
例
第
６
条
第
２
項
に
定
め
る
保
育
料
を
利
用

 
３

 
延
長
保
育
を
利
用
し
た
保
護
者
は
、
条
例
別
表
第
２
 
 
に
定
め
る
保
育
料
を
利
用

 

 
月
分
一
括
し
て
利
用
月
の
翌
々
月
の
１
０
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
月
分
一
括
し
て
利
用
月
の
翌
々
月
の
１
０
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
保
育
料
の
減
免
）
 

（
保
育
料
の
減
免
）
 

第
８
条
 
条
例
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
料
（
お
や
つ
代
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び

別
表
第
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
減
免
す
る
場
合
は
、
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村

民
税
額
が
一
定
額
に
満
た
な
い
場
合
及
び
同
一
世
帯
か
ら
複
数
の
児
童
が
学
童
保
育

室
に
入
室
し
て
い
る
場
合
と
し
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
保
育
料
の
減
免
額
の
基
準
は
、

同
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
、
保
育
料
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
は
、
保
育
料
を
減
免
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
８
条
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

＿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
保
育

料
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
は
、
保
育
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

⑴
 
災
害
等
に
よ
り
不
慮
の
損
害
を
受
け
た
者
 

⑴
 
災
害
等
に
よ
り
不
慮
の
損
害
を
受
け
た
者
 

⑵
 
そ
の
他
特
に
減
免
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
者
 

⑵
 
そ
の
他
特
に
減
免
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
者
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
け
る
保
育
料
の
減
免
額
の
基
準
は
、
別
表
第
３
の
と
お
り
と
す

る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
（
保
育
料
の
減
免
申
請
）
 

（
保
育
料
の
減
免
申
請
）
 

第
９
条
 
保
育
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
長
に
減
免
申
請
書
（
様
式
第
 
第
９
条
 
保
育
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
長
に
減
免
申
請
書
（
様
式
第
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改
正
案
 

現
行
 

 
３
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
３
の
４
の
項
に
掲
げ
る
事
 
 
３
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
由
に
よ
り
保
育
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
（
退
）
室
届
（
様
式
第
５
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
号
）
の
提
出
を
も
っ
て
減
免
申
請
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
休
（
退
）
室
届
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
減
免
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
も
の
と
み
な
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
減
免
の
決
定
）
 

（
減
免
の
決
定
）
 

第
１
０
条

 
略
 

第
１
０
条

 
略
 

 
（
減
免
の
期
間
）
 

 

第
１
１
条
 
減
免
の
期
間
は
、
別
表
第
２
及
び
別
表
第
３
の
適
用
月
の
欄
に
定
め
る
と
お
 
 

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
欄
に
定
め
る
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
減
免
事
由
が
消
滅
し
た
 
 

場
合
に
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
（
当
該
消
滅
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
 
 

と
き
は
、
そ
の
月
の
前
月
）
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
 

 

 
（
減
免
の
取
消
し
等
）
 

 

第
１
２
条
 
減
免
を
受
け
た
者
は
、
収
入
そ
の
他
の
事
情
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
 
 

減
免
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
別
表
第
２
備
考
１
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
 
 

税
を
前
年
度
分
か
ら
当
該
年
度
分
に
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
 
 

の
旨
を
速
や
か
に
教
育
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

２
 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
又
は
減
免
を
受
け
た
者
が
そ
 
 

の
減
免
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
把
握
し
た
と
き
若
し
く
は
減
免
の
申
請
に
 
 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
減
免
の
期
間
を
短
 
 

縮
し
、
又
は
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

３
 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
う
と
き
は
、
減
免
を
受
け
た
者
に
通
知
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
２
以
上
の
減
免
区
分
に
該
当
す
る
場
合
の
取
扱
い
）
 

 

第
１
３
条

 
別
表
第
３
に
規
定
す
る
減
免
区
分
の
う
ち
２
以
上
の
も
の
に
該
当
す
る
場

合
は
、
減
免
額
の
合
計
が
最
も
大
き
い
も
の
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
（
減
免
後
の
保
育
料
額
の
端
数
処
理
）
 

 

第
１
４
条

 
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
後
の
保
育
料
額
に
１
０
円
未
満
の
端
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改
正
案
 

現
行
 

数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
５
条
 
略
 

第
１
１
条

 
略
 

第
１
６
条
 
略
 

第
１
２
条

 
略
 

第
１
７
条
 
略
 

第
１
３
条

 
略
 

第
１
８
条

 
略
 

第
１
４
条

 
略
 

第
１
９
条

 
略
 

第
１
５
条

 
略
 

 
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表

 
 
（
第
２
条
関
係
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
略
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
略
 

 

 
 

別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
円
）
 
 

保
育
料
の
減
免
基
準
 

適
用
月
 

児
童
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
 

減
免
後
の
保
育
料
月
額
 

第
１
子
 

第
２
子
以
降
 

Ａ
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第

１
４
４
号
）
に
よ
る
被
保
護
世
帯

（
単
給
世
帯
を
含
む
。
）
 

０
 

０
 申

請
月
分

か
ら
当
該

年
度
３
月

分
ま
で
 

Ｂ
 
Ａ
階
層
を
除
き
、
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
 

０
 

０
 

Ｃ
 
Ａ
階
層
及
び
Ｂ
階
層
を
除
き
、
市
町

村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
 

２
，
５
０
０
 
１
，
２
５
０
 

Ｄ
 
Ａ

階
層

か
ら

Ｃ

階
層

ま
で

を
除

き
、
市
町
村
民
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て
、
そ
の
市
町

村
民

税
の

所
得

割
額

が
右

の
区

10
0,
00
0円

未
満
 

３
，
０
０
０
 
１
，
５
０
０
 

Ｅ
 

10
0,
00
0
円
以
上
 

18
0,
00
0円

未
満
 

４
，
５
０
０
 
２
，
２
５
０
 

Ｆ
 

18
0,
00
0
円
以
上
 

24
0,
00
0円

未
満
 

５
，
０
０
０
 
２
，
５
０
０
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改
正
案
 

現
行
 

分
に

該
当

す
る

世
帯
 

  
備
考
 

１
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
」
と
は
、
４
月
か
ら
８
月
ま
で
の
月
分
の
保

育
料
に
つ
い
て
は
前
年
度
分
、
９
月
か
ら
３
月
ま
で
の
月
分
の
保
育
料
に
つ
い
て

は
当
該
年
度
分
と
す
る
。
 

２
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
所
得
割
額
」
と
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平

成
２
６
年
政
令
第
２
１
３
号
）
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税

所
得
割
合
算
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
い
う
。
 

３
 
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
）
第
３
２
３
条
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
民
税
の
減
免
が
あ
り
、
そ
の
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
を
所
得

割
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
額
と
す
る
。
 

４
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
第
１
子
」
及
び
「
第
２
子
以
降
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一

世
帯
か
ら
学
童
保
育
室
に
入
室
し
て
い
る
児
童
の
う
ち
最
年
長
の
者
及
び
そ
れ

以
外
の
者
を
い
う
。
 

５
 
第
２
子
以
降
の
減
免
後
の
保
育
料
月
額
は
、
入
室
児
童
１
人
当
た
り
の
保
育
料

月
額
と
す
る
。
 

 別
表
第
３
（
第
８
条
関
係
）
 

区
分
 
保
育
料

の
種
類
 

事
由
 

減
免
割
合
等
 

適
用
月
 

１
 

条
例

第

６
条

第

１
項

に

定
め

る

保
育
料
 

災
害
等
に
よ
り

不

慮
の
損
害
を
受

け

た
場
合
で
、
右
に
該

当
す
る
と
き
 

家
屋

の
全

焼

又
は
全
壊
 

１
０
割
 申

請
月
の
翌

月
分
か
ら
当

該
年
度
３
月

分
ま
で
 

家
屋

の
半

焼

又
は
半
壊
 

５
割
 

２
 

年
度
途
中
に
お
い
て
、
勤
務
先
若
し

く
は
事
業
の
経
営
が
悪
化
し
た
こ

と
又
は
不
慮
の
事
故
に
遭
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
申
請
月
の
月
額
収
入
が

減
少
前
３
か
月
の
平
均
月
額
収
入

当
月
分
保
育
料

（
お
や
つ
代
を
除

く
。
）
額
か
ら
、

申
請
月
に
お
け
る

保
護
者
の
収
入
月

申
請
月
の
翌

月
分
か
ら
３

か
月
分
（
当

該
申
請
月
の

翌
月
の
属
す
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改
正
案
 

現
行
 

の
５
割
以
下
と
な
っ
た
場
合
 

額
か
ら
推
計
し
た

当
該
世
帯
の
年
間

収
入
金
額
に
基
づ

く
市
町
村
民
税
額

に
該
当
す
る
別
表

第
２
に
掲
げ
る
階

層
区
分
の
保
育
料

額
を
控
除
し
た
額
 る

年
度
内
の

月
分
に
限

る
。
）
 

３
 

災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い

場
合
と
し
て
教
育
長
が
定
め
る
場

合
に
該
当
し
、
臨
時
に
休
室
等
を
し

た
場
合
 

当
月
分
保
育
料
額

に
、
臨
時
に
休
室

等
を
し
た
日
数

（
２
５
日
を
超
え

る
と
き
は
、
２
５

日
）
を
２
５
で
除

し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
額
 

教
育
長
が
定

め
る
月
分
 

４
 

児
童
が
登
室
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情

に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で

の
全
日
数
を
休
室
し
た
場
合
（
当
該

月
の
前
月
の
末
日
ま
で
に
、
第
１
６

条
の
規
定
に
よ
る
休
室
の
届
出
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

 

１
０
割
  
当
該
月
分
 

５
 

条
例

第

６
条

第

１
項

に

定
め

る

保
育

料

（
お

や

つ
代

に

限
る
。
）
 別
表
第
２
の
Ａ
階
層
又
は
Ｂ
階
層

に
属
す
る
場
合
 

１
０
割
 申

請
月
分
か

ら
当
該
年
度

３
月
分
ま
で
 

６
 

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
よ
り
、
入
室
期

間
の
全
日
数
で
お
や
つ
の
提
供
を

受
け
な
い
場
合
 

１
０
割
 申

請
月
分
か

ら
当
該
年
度

３
月
分
ま
で
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改
正
案
 

現
行
 

７
 

条
例

第

６
条

第

２
項

に

定
め

る

保
育
料
 

災
害
等
に
よ
り
不
慮
の

損
害

を
受

け
た

場
合

で
、
右
に
該
当
す
る
と

き
 

家
屋

の
全

焼
又

は
全

壊
 

１
０
割
 申

請
月
の
翌

月
分
か
ら
当

該
年
度
３
月

分
ま
で
 

家
屋

の
半

焼
又

は
半

壊
 

５
割
 

８
 

別
表
第
２
の
Ａ
階
層
又
は
Ｂ
階
層

に
属
す
る
場
合
 

１
０
割
 申

請
月
分
か

ら
当
該
年
度

３
月
分
ま
で
 

備
考
 

１
 
区
分
１
及
び
７
に
係
る
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
り
災
証
明
書
等
の
添
付
を
要
す

る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
区
分
２
に
係
る
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
各
月
の
収
入
（
所
得
税
法
（
昭
和
４
０

年
法
律
第
３
３
号
）
に
お
い
て
課
税
所
得
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
確
認

で
き
る
書
類
等
の
添
付
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
区
分
３
に
係
る
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
区
分
に
係
る
減
免
後
の
保
育
料
額

の
支
払
を
も
っ
て
、
減
免
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

４
 
区
分
５
及
び
８
の
規
定
に
よ
る
免
除
は
、
別
表
第
２
に
定
め
る
保
育
料
の
階
層

区
分
の
決
定
に
基
づ
き
適
用
す
る
。
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改
正
案
 

現
行
 

様
式
第
３
号
 

 

 

様
式
第
３
号
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改
正
案
 

現
行
 

様
式
第
４
号
 

 

 

様
式
第
４
号
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改
正
案
 

現
行
 

様
式
第
５
号
 

 

様
式
第
５
号
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第３ ５号 議案  

 

令和５年 度教育 費補正予 算（案 ）につい て  

 

 教育長 に対す る事務委 任規則 （昭和３ ４年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１３ 号の規定 に基づ き、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ５  年１１ 月２２日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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令
和

５
年
度
　
教
育
費
補
正
予
算
総
括
表

歳
出

　
【

単
位

：
千

円
】

款
項

目
補

正
前

の
額

補
正

要
求

額
補

正
後

の
額

国
庫

支
出
金

府
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

　
  
  
 ※

補
正

要
求
額
に
は
、
職
員
の
人
件
費
（
給

料
、

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員
手

当
等

、
共

済
費
）
は
含
ま
な
い
。

　
  
  
 ※

補
正

前
の
額
等
は
、
今
回
補
正
す
る
事
業

の
「

節
」

に
関

す
る

金
額

を
記

載
し

て
い

る
。

歳
出
内
訳
説
明
書

【
単

位
：

千
円

】

目
要
求
額

要
求

内
訳

旅
費

費
用
弁
償

（
会

計
年

度
任

用
職

員
の

任
用

状
況

に
よ

る
増

額
）

旅
費

費
用
弁
償

（
会

計
年

度
任

用
職

員
の

任
用

状
況

に
よ

る
増

額
）

需
用
費

二
小

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

燃
料
費

（
ガ

ス
使

用
量

の
増

加
に

よ
る

増
額

）

備
品
購
入
費

学
校

管
理

備
品

庁
用
器
具
費

（
ク

ラ
ス

数
増

加
に

よ
る

増
額

）

需
用
費

教
科

書
・

指
導

書

消
耗
品
費

（
小

学
校

使
用

教
科

書
の

採
択

替
え

に
よ

る
増

額
）

需
用
費

中
学

校
Ｌ

Ｐ
ガ

ス

燃
料
費

（
ガ

ス
使

用
量

の
増

加
に

よ
る

増
額

）

76

1,
84
3

中
学

校
費

学
校
管
理
費

37
,0
73

教
育
費

教
育
セ
ン
タ
ー

費
29
1

学
校
管
理
費

82
,3
71

84
,2
14

10
0

第
３
５
号
議
案
資
料

　
補
正
予
算
要
求
額
に
お
け
る
財
源
内
訳

一
般
財
源

7
6

1
2
,
2
0
0

特
定
財
源

教
育
振
興
費

6,
41
9

12
,2
00

18
,6
19

教
育

総
務
費

事
業
名

節
（

細
節

）

0
0

37
,1
73

小
学

校
費

教
育
相
談
事
業

合
計

12
6,
15
4

14
,2
19

14
0,
37
3

0

7
6

1
4
,
2
1
9

14
,2

1
9

教
育
セ
ン
タ
ー

費

36
7

説
明

0

1
,
8
4
3

1
0
0

76

学
校
管
理
費

(小
学
校
費
)

39
7

計
14

,2
1935
0

学
校
管
理
事
業

学
校
管
理
費

(中
学
校
費
)

10
0
学
校
管
理
事
業

1,
09
6

1,
0
9
6

教
育
振
興
費

(小
学
校
費
)

12
,2
00

教
育
振
興
事
業

12
,2

0
0

3
9
7

3
5
0

1
0
0
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債
務
負
担
行
為

[設
定

]
【
単
位
：
千
円
】

期
間

（
自
）

限
度

額

（
至
）

国
庫

支
出

金
府

支
出

金
地

方
債

そ
の
他

町
立
第
二
小
学
校
北

館
校
舎
長

寿
命
化
改
修
設
計
業

務
委
託

令
和
5年

度

令
和
6年

度

0

設
定
理
由

町
立
小
中
学
校
消
防

設
備
改
修

25
,3
78

0
0

0
0

2
5
,
3
7
8

町
立
小
中
学
校
・
保

育
所
給
食

用
食
材
購
入
（
う
ち

小
中
学
校

部
分
）

18
0,
63
4

0
0

0
1
8
0
,
6
3
4

令
和

６
年

度
当

初
か

ら
業

務
を

開
始

で
き

る
よ

う
、

令
和

５
年

度
中

に
契

約
を

締
結

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
。

令
和
5年

度

令
和
6年

度

速
や

か
に

工
事

に
着

手
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
令

和
５

年
度

中
に

契
約

を
締

結
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

。

限
度

額
に

お
け

る
財
源
内
訳

特
定

財
源

一
般
財
源

令
和
5年

度

0

電
子
複
写
機
賃
貸
借

（
小
・
中

学
校
、
幼
稚
園
、
教

育
セ
ン

タ
ー
）

令
和
5年

度

14
,9
37

0

令
和
6年

度

事
項

0
0

0
0

1
4
,
9
3
7

令
和

６
年

度
当

初
か

ら
使

用
を

開
始

で
き

る
よ

う
、

令
和

５
年

度
中

に
契

約
を

締
結

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
。

令
和
10
年
度

0
1
5
,
8
7
0

速
や

か
に

工
事

に
着

手
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
令

和
５

年
度

中
に

契
約

を
締

結
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

。

0

15
,8
70
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